
特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構  役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規定は、特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構の定款第 19条に基

づき、役員の報酬の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給 )

第 2条   この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給 しない。ただ

し、旅費等の実費は支給することができる。

(補則 )

第 3条   この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。



就 業 規 則
(2020年 3月 16日より施行)

特定非営利活動法人

健康医療評価研究機構



第 11軍  賃金、賞与及び退職金

第 1乗 (賃金 )

従業員に対する賃金及び賞与に関する事項は、別に定める賃金規程による。

第 2乗 (退 職 金 )

従業員に対する退職金は支給しない。

第 3乗 (■時休集中の賃金 )

iHopeの都合により従業員を臨時に休業させる場合には、賃金規程に定める休業手当を支給す

る。
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賃 金 規 程
(2020年 3月 16日より施行)

特定非営利活動法人

健康医療評価研究機構
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第1章  総

第 4乗 (適用範囲 )

この規程は、特定非営利活動法人健康医療評価研究機構 (以下「iHope」 という。)の正職

員の賃金及び賞与について定めたものである。ただし、パー トタイマーについては、この規

程の第 2条、第 16条～第 19条、第 21条を適用せず、個別の契約により決定する。

第 5乗 (賃金の構成 )

賃金の構成は以下のとおりとする。

① 基本給

② 管理者手当

③ 職務手当

④ 職能手当

⑤ 固定残業手当

⑥ その他支給

⑦ 時間外 (法定内、法定外)0休 日

③ 住宅手当

⑨ 通勤手当

⑩ 賞与

・深夜労働の手当

第 6乗 (賃金計算期間及び支綸日 )

1.賃金は、前月 16日 から起算し、当月 15日 を締め切りとした期間 (以下「賃金計算期間」

という。)について計算し、当月25日 に支給する。ただし、当該支給日が休日 (金融機関

の体業日を含む。)である場合は、原則としてその前日に支給するものとする。

2.前項の規定にかかわらず、従業員又はその収入によつて生計を維持している者が以下の各

号のいずれかに該当するときは従業員 (第①号については、その遺族)の請求により、賃

金支給日の前であっても既往の労働に対する賃金を支給する。

① 死亡

② 結婚、出産、疾病又は災害

③ やむを得ない事由により1週間以上帰郷するとき。

④ 退職又は解雇により離職したとき。

⑤ 前各号のほか、やむを得ない事情があるとiHopeが認めたとき。

第 7乗 (賃金の支綸方法 )

1.賃金は通貨で直接従業員にその全額を支給する。

2.前項の規定にかかわらず従業員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の日座への

振り込みにより賃金を支給する。ただし、iHopeが特に指定した場合は日座振り込みを行

わず、前項の原則どおり、本人へ直接現金支給とする。

3.以下の各号に掲げるものについては賃金を支給するときに控除する。
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① 源泉所得税

② 雇用保険料

③ 健康保険料 (介護保険料を含む)

④ 厚生年金保険料

⑤ 住民税

⑥ その他必要と認められるもので従業員代表と協定したもの

第 8乗 (運刻、早週及び私用外出の場合の賃金控除 )

1.遅刻、早退及び私用外出により、所定労働時間の一部を休業した場合は、以下の計算式に

よりその不就労の時間に応じる賃金を控除する。

基本給+管理者手当+職務手当+職能手当

+固定残業手当+住宅手当 × 不就労の時間数

月平均所定労働時間

2.月 平均所定労働時間は 140時間 (20日 ×7時間)と して計算する。

3.正当な理由のない遅刻、早退及び私用外出について、懲戒に当たるとiHopeが判断した場

合は、減給を行うことがある。この場合、 1回について平均賃金の半日分、 1計算期間に

ついて賃金総額の 10分の 1の範囲内で賃金を控除する。

第 9乗 (欠勤の場合の賃金計葬 )

1.賃金計算期間内での5労働日以下の欠勤により、所定労働日を休業した場合は、以下の計

算式によりその不就労の日に応じる賃金を控除する。

基本給+管理者手当十職務手当+職能手当

+固定残業手当+住宅手当 × 欠勤 日数

月平均所定労働日数

2.賃金計算期間内での6労働日以上の欠勤により、所定労働 日を休業した場合は、当該賃金

計算期間の賃金は以下の計算式にて支給する。

基本給+管理者手当十職務手当+職能手当

十固定残業手当十住宅手当 × 出勤 日数 +通勤手当

月平均所定労働日数

3.月 平均所定労働日数は 20日 として計算する。

第 10乗 (中途入社又は中途退職の場合の賃金計算 )

1.賃金計算期間の中途に採用され又は退職した者に対する当該計算期間における賃金は、以

下の計算式により日割りで支給するものとする。

基本給+管理者手当+職務手当+職能手当

+固定残業手当+住宅手当 × 出勤 日数 +通 勤手当

月平均所定労働日数

2.死亡の場合には、その月の賃金は全額支給する。

第 11乗 (麟数処理 )

日割り計算・時間割計算・時間外勤務手当等の算出にあたり、円位未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げて計算する。

Ｆ
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第 12乗 (休職期間中の賃金 )

就業規則に規定する休職期間中は賃金を支給しない。

第 13乗 (休職期間中の社会保険料書の担除 )

休職期間中の社会保険料、住民税等であって、従業員の月例賃金から通常控除されるもの

については、iHopeは当該従業員に対し、請求書を送付する。従業員は当該請求書に記載さ

れた保険料、税金等を指定期限までに支払わなければならない。

第 14乗 (■時休業中の賃金 )

1.iHopeの都合により従業員を臨時に休業させる場合には、休業 1日 につき平均賃金の 6割

に相当する休業手当を支給する。

2.従業員は、不支給の4割分の賃金は、iHopeに対して請求しないものとする。

3.1日 の所定労働時間のうち一部を休業させた場合で、その日の労働に関する賃金が前項の

額に満たない場合はその差額を休業手当として支給する。

4.別途協定を締結した場合は、その協定によるものとする。

第 15乗 (賃金の改定 )

1.賃金の改定は、従業員各人の契約更新時に勤務成績を評価して行い、原則として当月分か

ら実施する。ただし、iHopeの事業の業績によっては改定の額を縮小し、又は見送ること

がある。

2.以下の各号のいずれかに該当する者については賃金の改定を行わないことがある。

① 算定期間中の欠勤日数 (休職期間含む)が 60労働日を超えた者

② 就業規則により、減給以上の懲戒処分を受けた者

③ 著しく技能が低い者又は勤務成績並びに勤務の態度が不良の者

④ 算定期間中の勤続が6ヶ月未満の者

3.iHopeは、必要に応じて、随時、賃金を改定することがある。

第 16乗 (留意事項 )

1.賃金支給に関連する事項で、変更があった場合には速やかに iHopeに届け出なければなら

ない。

2.前項の届出を怠ったとき、又は不正の届出により賃金を不正に受給したときは、その返還

を求め、懲戒処分を行うことがある。

‐
6‐



第2軍 基 本 論

第 17乗 (墓ホ綸の方式 )

基本給は、時給制、月給制または日給月給制とする。

第 18乗 (基本綸の決定 )

1.基本給は、従業員の学歴、能力、経験、技能、職務内容及び勤務成績等を総合的に勘案し

て個別に決定する。

2.従業員の担当する職務内容に大きな変更があった場合は、従業員と協議のうえ、基本給及

び諸手当を変更することがある。

７
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第3軍 諸 手 当

第 19乗 (管理者手当 )

管理者手当は、監督もしくは管理の職位に就任したことによる業務負担や責任の増加を考慮

し加算される時間外割増、休日割増として支給する。本手当の金額については、役職等級によ

り個別に決定する。

第 20乗 (職務手当 )

職務手当は、iHopeが定めた職責に任命した者に対して支給する。本手当の金額は個別に決

定する。

第 21乗 (職鮨手当 )

職能手当は、iHopeが必要とする技能や特別の資格を有する者に対して支給する。

第 22乗 (固定残業手当 )

1.固定残業手当は、その全額を当月分の時間外労働手当、法定休日労働手当及び深夜労働割

増の内払として支給する。

2.本手当の金額は、個別に決定する。

3.その月の実際の時間外労働手当、法定休日労働手当及び深夜労働割増の合計額が本手当を

超えた場合は、その超過分について支給する。

第 23乗 (時間外・ 休日・ 深夜労働の手当 )

1.法定の労働時間を超えて労働した場合 (法定休日以外の所定休日含む)は、下表のように

時間外労働手当を、法定休日に労働した場合には法定休日労働手当を、深夜 (午後 10時
から午前 5時までの間)に労働した場合には深夜労働割増を、それぞれ以下の計算により

支給する。

時間外労働手当
算定基準賃金 × 1.25× 時間外労働時間数

(法定内残業は 1.0と する)月平均所定労働時間

法定休日労働手当
算定基準賃金

× 1.35× 法定休日労働時間数
月平均所定労働時間

深夜労働割増
算定基準賃金

× 0.25× 深夜労働時間数
月平均所定労働時間

※算定基準賃金=基本給+職務手当+職能手当

2.1年間の時間外労働時間数が360時間を超えた部分については25%と する。なお、この

場合の 1年は毎年4月 1日 を起算日とする。

第 24乗 (住宅手当 )

1.住宅手当は、世帯主である従業員に対して支給する。本手当の金額については以下のとお

りとする。

只
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① 事業部長    ・・・月額 65,000円

② 管理者     ・・・月額 30,000円

③ その他一般職員、一般役職 (チーフ等)

…月額 15,000円

第 25乗 (通勤手当 )

1.通勤手当は、公共交通機関を利用して通勤する従業員に対して、その実費 (lヶ 月の定期

券代若しくは実費の低い額)を支給する。ただし、所得税法の非課税限度額を限度とする。

2.自 転車を利用して通勤する従業員に対しては、月額 2,000円 を支給する。

3.本手当の支給を受けようとする従業員は、iHopeが定める様式により届出を行わなければ

ならない。なお、届出を受けた経路について、iHopeが審査の上、経済的かつ時間的に不

合理であると認めた場合には、iHopeが定めた経路による額を支給する。

4.本手当の趣旨は実費弁償であるため、賃金計算期間内に実際に出勤しない日 (欠勤日及び

年次有給休暇取得日)に対しては支給しない。

5.公共交通機関の事故による運行中止、又は遅延等により、タクシー等の届出のあった方法

以外の手段により出勤した場合にかかった費用については、原則として支給しない。

6.通勤経路を変更するとき及び通勤距離に変更が生じたときは、1週間以内に iHopeに届出

なければならない。

26乗 (その他支綸 )

その他手当は、前条までに定められた手当以外の手当を支給する必要が生じたときに支給

する。支給金額は個別に決定する。

Ｑ
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第4軍  賞   与

第27乗 (■  与 )

1.賞与は原則として入社から1年を経過した従業員に対し、毎年 6月 及び 12月 に従業員各

人の勤務成績を査定して決定し、支給する。ただし、iHopeの事業の業績によっては、賞

与の額を縮小し又は見送ることがある。

2.賞与の算定期間は以下のとおりとし、支給対象者は賞与の支給日に在籍する従業員に限る

ものとする。

夏季賞与 前年10月 1日 から3月 末日

冬季賞与 4月 1日 から9月 末 日

3.育児・介護休業法の育児短時間勤務制度及び介護短時間勤務制度の適用を受ける期間があ

る場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。

4.パートタイマーに対しては、賞与を支給しない。

5.嘱託職員は原則として支給しないが、特別な功績があった場合には支給することがある。

附 則

この規程は、2020年 3月 16日 から施行する。
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書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営禾l括動法人 健康医療評価研究機構 事 業 年 度 R2年 4月 1日～R3年 3月 31日

1 資金に関
・
する事1項 に収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事呵

※ 丸数字は、特定非営禾l隔:動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動促進法施行規

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

正会員会費収入 50,000円

賛助会費収入 1,296,000円

寄付金収入 960,Oα )円

販売収入 39,085,621円

参加費収入 840,500円

業務受託収入 186,043,346円

受取利息収入 3,088円

その他の収入 5,733,640円

(以下余白)

△
口 計 234,012,195円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

(該当なし)

“

上
1:ヨ 入 先 金   額

(該当なし) 円

円

円

円

円

△
口 計 円

則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



2資 産の譲渡等の内容に関する事項 に潰産の譲渡等に係る事業の料鉱 条件その他その内容に関する事厠

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

出版物の年間販売実績ヤ胡 !i紙のとおり 円

(以下余白) 円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

(該当なし) 円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

(該当なし) 円

円

円

円

円

円

円

円

円



(別紙)令和 2年度年間書籍販売実績

定価 (税抜) 歴団団副 販売金額 (税抜)

医療の質の定義と評価方法 3,800 172 653,600

臨床研究のためのStataマ ニュアル第3版 3 209 794,200

リサーチ・クエスチョンの作 り方 2,000 498 996,000

デルをつくる 2,200 160 352,000

いざ、倫理審査委員会ヘ 2,400 36 86,400

誰も教えてくれなかったQOL活用法 3,000 89 267,000

はじめてのメタアナリシス 3,000 308 ■
４

う
∠

Ｑ
）

CAP― KD―結果と解説― 3,000
ｒ
３

Ｅ
Ｕ

ｌ
■

サンプルサイズの設計 3,800 261 991,800

救急診療のビットフォール 3,800 1 -3,800

臨床研究の道標 4,500 1 -4,50

を評価する 2,500 64 16

あなたも世界の臨床研究者に 2,200 5 11,000

臨床研究の道標第2版 (上巻) 3,800 953 3,621,400

臨床研究の道標第2版 (下巻)

医学論文査読のお作法

3,800

3,000

953

2,458

3,621,400

7,374,000

合計 19,859,500



3 1取引の内容に関する事項 Ю次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引及び費用の生

ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位まで

の取引 口 役員等との取引]

(1) 収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

149,24,4%円

業務受託 (臨床研究 J‐DOPPS、

MBD‐5D論文化活動、透析ネットワ

ーク計画、臨床研究去痩鋤

16,006,417円 書籍販売

9,570,Oα〕円
業務受託 (薬剤師のためのデザイ

ン塾)

9,474,152円 業務受託 (高カリウム血症治療薬)

6,405,515円
業務受託 CCLiP業務支援、

CLiP ex業務支援)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

9,240,000円 業務委託 (企画、営業、業務管理)

6,809,570円 業務委託 いQ麒直‐D)

6,600,αЮ円 業務委託 (広報、イベント業務)

6,109,093円 賃借料、光熱費 (京都オフィス)

5,027,680円
業務委託 (AttAH‐D参加施設業

務支働

取引先の氏名等
法人との

住所又は所在地
譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

固 係

(該当なし) 円

円

円

円

円

円

円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

固 係
譲渡資産の内容等

(該当なし)

住所又は所在地
貸 付

年月日
対 価 の 額

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

住所又は所在地
役務の提供

年月日
対 価 の 額

役務提供の

内容等関 係

I12.5.31

他 6回
1,371,494円 印税 他

]12.6.30 64,000円
契約による

業務対価

]12.9.30 24,000円
契約による

業務対価

R2.6.30

他 1回
17,400円

契約による

業務対価

]R2.6.30 14,400円
契約による

業務対価

R2.9.30

他 1回
17,400円

契約による

業務対価

Rl.5.31 133,168円 印税

]12.10.31 19,000円
契約による

業務対価

R3.1.31 5,000円
契約による

業務対価

R2.4.30

他 9回
282,274円

契約による

業務対価

]R2.4.30

他 7回
381,370円

契約による

業務対価

R2.5.31

他 2回
147,200円

契約による

業務対価

l12.5.31 6,678円 F[税

Iι2.10.31 12,400円
契約による

業務対価

]:L2.5.31 8,190円 印税

契約による

業務対価
R2.4.30 30,(ЮO円



R2.7.31

他 1回
7,000円

契約による

業務対価

R2.5.31 95,191円 印税

R2.9.30

他 1回
IЮ,∞0円

契約による

業務対価

契約による業

務対価
]12.6.30 17,2(Ю 円

126,α)0円
契約による

業務対価

R2.5.31

他 1回

印税 他
]]t2.5.31

他 6回
404,525円

111,370円 印税 他R2.6.30

印税 他
R2.11.30

他 4回
413,155円

(以下余白)



4 寄附者に関する事項 に清鮒者 (役員、役員の親族等で 当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上で

あるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

(該当なし) 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 に給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事呵

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

17名 74,068,213円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

令和 2.4.27 研究助成にかかる寄
500,(X〕 0円

付金

令和 3.1.28
医療疫学研究のため

の寄付金
1,5(Ю,000円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 2,0(Ю,∝Ю円

6 支出した寄附金に関する事項 に皮出した寄附金の額並びにその相手先及破 出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 に滴外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日]

実 施  日 使 途 金   額

(該当なし)



法人名 特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構 たック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ 3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②÷①

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷①

① ② ③ ④ ⑤

④
R2年 4月 1日～R3年 3月 31日

4人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1 昭貝.の出別 から転記してくださしヽ

③及び④については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載して<ださιヽ

(例)33.333… %→ 33.3%

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

CI主ヨ霊|ヨ尋D
。 認定基準等チェック表 (第 35動 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出罰Di編顧載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項 目 ④ ⑮ ◎ ③ ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

ヽ はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえヽ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び限簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ③ ⑤ ◎ ③ ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有・無

第3表 (″CD

(夕1主憲|ヨ尋D

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書罵)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェ G事 3

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、KD」 、n②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

lよ 「定款 (又は会貝D第○条に正会員の表決権 (又は議決

精∋は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

ハの各欄 該当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はい」

に「〇」した場合には監査証明書を添

付してください。

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「はい」に「o」

した場合には、第3表付表2「帳簿組

織の状況」を記載し添付してください。

二の各欄 該当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「④」から 日◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。



法人名
特定非営禾!1舌動法人

健康医療評価研究機構
③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

人 人 人

人 人 人

人 人 人

役  員  数 4人 人 人

0人 人 人

0人 人 人

書式第8号 (法第44条。51条。58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

∝意|ヨ曰

認定の有効期間の更新の申隋に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書霞)に記載した事項について、添

付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職□ 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑤ ◎ ④ ◎
就任・退任

申請時
日

大木 孝太郎

寒川 詔三

上野 文昭

上田 竜男

(以下余白)

理事 ○

理事 ○

理事 ○

監事 ○

就任

H21.1.17

就任

H22.71

就任

Ⅱ26.11

就任

Hl&1228



法 人 名 特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

H28.4～ 会計ソフト使用 (ICS)

R2.4～ 会計ソフト使用 (マトフォワード)

ルーズリーフ

毎 日 7年

仕訳日記帳

H28.4～ 会計ソフト使用 (ICS)

R2.4～ 会計ソフト使用 (マ希フォワード)

ルーズリーフ

毎 日 7年

月別給与一覧表

～H27.3給与計算ソフト (TKC)使用

H28.4～ 給与計算ソフト (ICS)使用

ルーズリーフ

毎月 7年

出版物在庫管理表

エクセル使用

ルーズリーフ
毎月 7年

減価償却資産計算書

エクセル使用

ルーズリーフ
毎年 7年

書式第9号 (:去第44条・51条・58条1関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記コ曝輪D
' 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば 籠1髪金出納帳」、「総勘定殉限l、 「経費帳」などのように記載します。
,「左の帳簿等の形態」欄は、「3枚複写伝漂U、 りし″ズリーフ」、!著T帳簿」などのように配載します。
1 昭己中日D時期」欄は、「毎日」、「二週間ごと」のように記載します。
1認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略すること力
'で

きます。



法人名 特定非営利活動法人 1健康医療評価研究機構 たック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は]“台舌動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

◎ 申請時⑮ ◎ ④目 ③項

有 。無 有 ・ 無有 ・ 無有。① 有 ・ 無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動

有 ・ 無有 。無 有 。無 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有。① 有 。無

有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 。無 有 。無有 ・ 無 有 。無有。①

ロ

項 目 ◎ ⑮ ◎ ④ ◎ 申請時

有。無 有・無

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特ワ:1の利益の供与の有無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。① 有。無 有・無 有。無

有・① 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有。① 有。無

営利を日的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有。① 有。無

有・無 有。無 有。無 有・無

有。無 有。無 有・無 有・無

書式第 10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表) 〔極E更】

健意|ヨ曰

・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員錮酬規程等提出響順)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、『認定基準等チェック表 第4表 (次葉)0汲び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

エ ク 5

たック欄法人名 特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合にlよ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する組 :!(」湖 凰D等がある場合には 悧 :I(社内畑 D等を添付してくださしヽ

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 徒款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ロ

ハ

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が200万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

ホ

ヘ

C主意事Q
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が

あります。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 健康医療評価研究機構

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

CI主意事0
。 法第55条第1項に基づく書類 (役員1輛酬規程等提出書順)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第群勘

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません.また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

④ ⑤ ◎ ① ◎

有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無

7 法令又1出好針に基づいてする行政庁の処分l●皇反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック1欄 |

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有・ ① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無

③ 認定基準等チェック表 (第 石静 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利濶覇去人 健康医療評価研究機構 九ック欄

認定、4反離 又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場
合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

回 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法にi飯したことにより、若しく出鵬去204条等 ∝颯順1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ
り、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 α自顕2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

4「

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営禾l括動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営禾11舌動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有。①

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有・(0

ｎ
Ｚ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい。

(い▼可ぞ■

ｎ
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はぃ。cFwヽァrl

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

はい。C至〕

耐
議

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申講時に、上起4!⊆螢堡コロ塑握圏臼L壺奎ら奎位生」L墜」督囲L堕書
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圏腱壁1壁奎壺庄ここと___
に 1)その他の事務所がある場合)よ その他の事務所所在の滞納処分に係る綿 ヨ,籍も添付すること

に 2)役員錮酬規程等腱出書には添付不要

ｒ
０ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はい。(い曖え「Ё

´
り 次のいずれかに該当する法人

暴力団 はい。
(い▼瓦ス「D

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい。(「EえF〕


